
 

 

 

 

 

 
 

 日 時：２月 ３日（火）～２月 ６日（金） 

     ２月１６日（月）～２月２０日（金）〈17日(火)を除く〉 

３月 ２日（月）～３月 ６日（金）〈 4日(水)を除く〉 

３月 ９日（月）～３月１３日（金）〈12日(木)を除く〉 

３月１６日（月） 
      ※３月１６日（月）は電子申告の受付を正午までといたします。 
 

時 間：午前９時～午後４時 

場 所：城山商工会館 

  

所得税決算確定申告指導会 

消費税確定申告指導会 

【 当日必要な書類 】 

 ●売上の請求書（インボイス登録した事業所） 

 ●事業主・専従者・扶養家族のマイナンバー（個人番号） 

 ●年齢１９歳～２３歳未満の親族の源泉徴収票（年収確認のため） 

●合計所得１０００万円以下の所得者の配偶者に収入（給料で２０１万円以下）がある場合 

でも配偶者特別控除が該当するため配偶者の年収がわかるもの（青色事業専従者は除く） 

 ●税務署から送付された「確定申告お知らせはがき」 

 ●確定申告データが入ったＵＳＢメモリーと「ブルーのファイル一式」 

 ●令和５年、令和６年の決算書、申告の控え 

 ●現金出納帳、経費帳、集計表 

 ●総勘定元帳（特別控除６５万円を受ける方） 

 ●専従者、従業員の源泉徴収簿 

 ●令和７年中に支払った医療費の領収書（個人別・病院別に分けてください） 

 ●令和７年中に支払った国民健康保険の支払額が分かる通知等 

 ●建物、車輌、機械、備品等（１個又は 1セット１０万円以上）の購入明細書、 

クレジットカードやローンの明細書・返済予定表 

 ●国民年金、生命保険、損害保険、地震保険、小規模企業共済等の控除証明書  

 ●令和５年、令和６年の消費税申告控え 

※青色申告特別控除（65 万円）を受ける方は複式簿記での記帳が義務付けられていますので、

貸借対照表を作成する時に総勘定元帳を拝見いたします。 

確定申告指導会において完全予約制を導入しています！ 

詳細は裏面を参照してください。 

城山商工会では e-tax（国税電子申告）の利用推進しています 

城山商工会では、確定申告作成支援業務の利便性向上のため、国税庁ホームページを使った e-tax

（電子申告）を推進しております。確定申告書及び決算書作成支援も同ホームページにて行う予定で

す。※詳細な内容や不明な点は商工会までお問合せください。 



 

　確定申告の相談待ち時間の短縮・会場の混雑緩和、計画的指導体制の確立を図
るため決算・申告指導会（消費税含む）において、予約制を導入しております。
　予約日は以下のカレンダーを参照してください。ご協力のほどお願い申し上げます。
　予約されていない方の受付も行います。ただし、予約者優先のため、お待ちいただく
ことがございますのでご了承ください。

★確定申告指導会：２月３日（火）～６日（金）

　　　　　　　　　　　　　２月１６日（月）・２月１８日（水）～２月２０日（金）

　　　　　　　　　　　　　３月２日（月）～３月３日（火）・３月５日（木）～３月６日（金）

　　　　　　　　　　　　　３月　９日（月）～３月１１日（水）・３月１３日（金）

　　　　　　　　　　　　　３月１６日（月）

※３月１６日（月）は電子申告の受付を正午までといたします。

★指導会開催時間：午前９時００分～午後４時００分
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★上記網掛けの日、指導会は行っておりませんので、ご了承ください。

月 日 （ ） 時 分 ～

①予約の受付は、令和８年１月５日（月）から商工会公式LINE・電話・窓口にて行います。

②指導時間は１回の予約につき約５０分間です。１回のご指導で終わらなかった場合は再度予約

　 になることがあります。

③ご相談時間の５分前までにお越しください。ご予約時間を経過してお越しの場合は、お待ち頂

  くことになります。

④指導には万全の体制を整える予定ですが、多少お待ち頂く場合もあります。

⑤決算書下書きは、ご自分でできる範囲内で集計しておいてください。

⑥令和７年中に土地・建物の譲渡などをして、申告が必要な方は、事前に税務署でご相談願います。

令和８年２月 令和８年３月

※予約日　－　予約日でも予約されていない方の受付も行います。
ただし、予約者優先のため、お待ちいただくことがございます。

【予約日】

＜ 注　意　事　項 ＞

確定申告指導会では予約制を導入してます確定申告指導会では予約制を導入してます


